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表紙

証券コード：7486

（発送日）2023年６月２日

（電子提供措置開始日）2023年５月30日

株 主 各 位
長野県東筑摩郡山形村字下本郷4082番地３

代表取締役社長 塩 原 規 男

【当社ウェブサイト】
http://www.sanrinkk.co.jp/stock/meeting/

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/7486/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第89期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第89期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し
あげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提
供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の各ウェブ
サイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確
認くださいますようお願い申しあげます。

(上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「サ
ンリン」又は「コード」に当社証券コード「7486」を入力・検索し、「基本情
報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集
通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）によって議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使
書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023年６月19日（月曜日）午後５
時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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表紙

１．日 時 2023年６月20日（火曜日）午前10時30分
２．場 所 長野県東筑摩郡山形村字下本郷4082番地３

当社本社大会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第89期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報

告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計
算書類監査結果報告の件

２．第89期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書
類報告の件

決 議 事 項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

取締役９名選任の件
監査役４名選任の件
補欠監査役１名選任の件
退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

記

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
　　　議決権行使書において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示が

 　 あったものとしてお取り扱いいたします。

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

-------------------------------------------------------------------------------

　　◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください

　　　ますようお願い申しあげます。

　　◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の電子提供措置をとっている各ウ

　　　ェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を記載いたします。

　　◎会社法改正により、電子提供措置事項について上記の各ウェブサイトにアクセス

　　　のうえ、ご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただい

　　　た株主様に限り、書面でお送りすることとなりましたが、本株主総会において

　　　は、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面

　　　をお送りいたします。

　　　なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第

　　　16条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。

　　　　① 連結計算書類の「連結注記表」

　　　　② 計算書類の「個別注記表」

　　　したがいまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監

　　　査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書

　　　類の一部であります。
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当事業年度の事業の状況

(2022年４月１日から
2023年３月31日まで)

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

 〈企業環境〉

　当連結会計年度における我が国経済は、昨年末以降、新型コロナウイル

ス感染症に伴う行動制限が大きく緩和され、個人消費や企業の設備投資を

中心に経済活動の持ち直しの動きが見られました。一方、原材料費の高騰

や円安による輸入コスト増などから商品やサービス価格が上昇しており、

依然として景気の先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループ関連のエネルギー業界に関しましても、発生から１年以上

が経過したロシア・ウクライナ情勢の長期化等により各種エネルギーの仕

入価格高騰が継続しており、当社を取り巻く事業環境は厳しい状況が続い

ております。

〈企業集団の業績〉

このような状況のもと、当社グループは、「（2022年～2024年）中期経

営計画」に基づき2050年のカーボンニュートラルを見据えつつ、2030年に

向けて着実に実践可能な対応、脱炭素の前段と言える低炭素への取組みを

進めるとともに、持続可能な成長を実現し続けるため、地域密着型生活関

連総合商社として地域との密接なつながりを活かし、安心・安全なエネル

ギーの安定供給と、より質の高いサービスの提供により増客増販に努めて

まいりました。

営業活動におきましては、電気料金の高騰などから社会やお客様からの

注目度が高まる省エネ機器や蓄電池・断熱リフォーム等の販売に力を入

れ、補助金制度の活用も含めて快適で安心な生活環境と低炭素化への貢献

ができる商品を積極的に提案し、昨年を大きく上回る成果を上げることが

できました。また、お客様との接点強化及びペーパーレス化によるＳＤＧ

ｓの推進を目的として昨年９月より開設したＷｅｂ会員サービス「サンリ

ンＭｙページ」の会員数は、導入以降順調に加入件数を伸ばしており、今

後もお客様にとってより利便性の高いツールとなるようサービスの充実を

図ってまいります。

主力でありますＬＰガス事業におきましては、記録的な暖冬の影響等に

より、暖房需要が伸び悩み販売量は前年比で減少したものの、開発部門に

よる新築物件等の開拓に加え、Ｍ＆Ａによる事業譲受、燃転等により顧客

件数を増加させることができました。また、快適にご利用いただけるガス

ファンヒーターのレンタルサービスも積極的に提案し、契約件数を増加さ
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当事業年度の事業の状況

せることができました。

石油事業におきましても、最需要期であります冬場の暖冬の影響により

灯油及び軽油の暖房・融雪需要が減少し、販売数量は前年比で減少しまし

た。一方、ガソリンの販売数量は行動制限の緩和や政府による負担軽減策

等により、セルフ給油所を中心に前年比で増加となりました。なお、座光

寺給油所（飯田市）につきましては、敷地の一部がリニア中央新幹線事業

における収用対象となり、本年２月末をもって閉鎖いたしました。

電気事業におきましては、顧客件数の増加により販売数量は前年比で増

加しましたが、燃料費調整単価の想定外の高騰等により契約件数の伸びは

鈍化しました。一方、太陽光発電システムや蓄電池、電気自動車の家庭用

充電設備の販売におきましては、お客様の環境問題や防災対策への意識に

加え、高騰した光熱費への関心を反映し、昨年を上回る実績を上げること

ができました。

　これらの結果、当連結会計年度の経営成績は、ＬＰガス及び石油類の仕

入価格の上昇に伴う販売価格の上昇に加え、機器・リフォーム事業の売上

伸長等により、売上高は前期比8.9％増の328億44百万円となりました。

　一方、利益面におきましては、記録的な暖冬の影響等によるＬＰガス及

び石油類の販売数量減少と電気事業の電力調達価格上昇の影響、及び高圧

電力をはじめとしたグループ全社の光熱費や配送コストの高騰等により、

営業利益は前期比19.6％減の5億11百万円、経常利益は前期比10.3％減の8

億16百万円となりました。税金等調整前当期純利益は減損損失が減少した

ことから前期比2.5％減の8億15百万円となり、親会社株主に帰属する当期

純利益は前期比2.0％増の5億37百万円となりました。

  また、個別業績では、売上高は前期比8.1％増の292億87百万円、経常利

益は同18.1％減の７億65百万円、当期純利益は同22.0％減の５億25百万円

でありました。
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当事業年度の事業の状況

      　売　上　高

第88期
2022年３月期

第89期
(当連結会計年度)
2023年３月期

前期比

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額

百万円 ％ 百万円 ％ ％

エ ネ ル ギ ー 関 連 事 業 26,928 89.2 29,069 88.5 8.0

製 氷 事 業 300 1.0 327 1.0 9.0

青 果 事 業 2,349 7.8 2,473 7.6 5.3

不 動 産 事 業 290 1.0 571 1.7 96.6

そ の 他 事 業 295 1.0 401 1.2 36.1

計 30,164 100.0 32,844 100.0 8.9

     　セグメント利益

第88期
2022年３月期

第89期
(当連結会計年度)
2023年３月期

前期比

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額

百万円 ％ 百万円 ％ ％

エ ネ ル ギ ー 関 連 事 業 613 96.4 392 76.7 △36.0

製 氷 事 業 △52 △8.2 △55 △10.8 －

青 果 事 業 10 1.6 △12 △2.3 －

不 動 産 事 業 12 2.0 98 19.2 659.1

そ の 他 事 業 △15 △2.4 9 1.8 －

調 整 額 67 10.6 79 15.4 16.9

計 636 100.0 511 100.0 △19.6

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

（注）　調整額は主としてセグメント間取引消去によるものです。

〈エネルギー関連事業〉

　ＬＰガス及び石油類の仕入価格の上昇に伴う販売価格の上昇に加え、機

器・リフォーム事業の売上伸長等により、売上高は前期比8.0％増の290億

69百万円となりました。一方、セグメント利益は、暖冬の影響等によるＬ

Ｐガス及び石油類の販売数量減少と電気事業の電力調達価格上昇の影響等

により前期比36.0％減の3億92百万円となりました。

　なお、ＬＰガス販売事業者のうち現在全国で約１％に付与されている

「ゴールド保安認定事業者」として、ＬＰガス保安確保機器の設置を進め

てきた結果、当連結会計年度末における認定対象先は96％を超えました。
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（製氷事業）

　夏場の暑さによる売上増の影響により、売上高は前期比9.0％増の3億27

百万円となりました。セグメント損失は新工場の償却費負担は減少したも

のの原材料費及び光熱費の上昇等により55百万円（前期は52百万円のセグ

メント損失）となりました。

（青果事業）

　株式会社一実屋でのりんご売上の増加や株式会社えのきボーヤでのえの

き茸の販売単価上昇等により、売上高は前期比5.3％増の24億73百万円と

なりました。セグメント損失は主に株式会社一実屋での仕入価格上昇等に

より12百万円（前期は10百万円のセグメント利益）となりました。

（不動産事業）

　大型の土地分譲の販売が順調に進んだことから、売上高は前期比96.6％

増の5億71百万円、セグメント利益は前期比659.1％増の98百万円となりま

した。

（その他事業）

　運送事業・建設事業等のその他事業におきましては、主に建設事業にお

いて完工物件が増加したことから、売上高は前期比36.1％増の4億1百万

円、セグメント利益は9百万円（前期は15百万円のセグメント損失）とな

りました。

②　設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資の総額は13億46百万円で、その主なものは車

両や機械装置などの設備費用及びシステム更新費用等であり、またガス供

給設備費等の単年度償却資産を含んでおります。

 ③　資金調達の状況

当該設備資金につきましては、自己資金を充当しております。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な子会社等の状況

区 分
第86期

2020年３月期
第87期

2021年３月期
第88期

2022年３月期

第89期
(当連結会計年度)
2023年３月期

売  上  高(百万円) 27,912 26,618 30,164 32,844

経 常 利 益(百万円) 1,157 1,386 909 816

親会社株主
に帰属する
当期純利益

(百万円) 763 903 526 537

１株当たり当期純利益 62円24銭 73円57銭 42円91銭 43円79銭

総  資  産(百万円) 24,364 26,041 26,062 26,680

純  資  産(百万円) 17,118 18,162 18,271 18,834

１株当たり純資産額 1,393円94銭 1,478円96銭 1,487円86銭 1,533円74銭

自己資本比率(％) 70.3 69.7 70.1 70.6

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況（連結）

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を前連結会

　　　計年度の期首から適用しており、前連結会計年度以降に係る各数値については、当該会

　　　計基準等を適用した後の数値となっております。

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

千円 ％

三 鱗 運 送 株 式 会 社 10,000 100.0 一般貨物運送

ウ ロ コ 興 業 株 式 会 社 30,000 100.0 管・住宅設備工事

サンエネック株式会社 30,000 100.0
ＬＰガス容器賃貸、不動産
業

サ ン リ ン I & F 株 式 会 社 100,000 100.0 氷の製造販売、冷凍倉庫業

株 式 会 社 一 実 屋 20,000 100.0 きのこ・青果卸売業

株 式 会 社 え の き ボ ー ヤ 10,000 100.0 えのき茸の生産・販売業

新潟サンリン株式会社 400,000 35.5
ＬＰガス・石油類・住宅設
備機器類の卸及び小売

(3) 重要な子会社等の状況（2023年３月31日現在）
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対処すべき課題

(4) 対処すべき課題

２年目となる「中期経営計画（2022年～2024年度）」は、1年目の実績を検証

し、当社グループを取り巻く社会環境や事業環境を再認識したうえで計画の一部

を見直し、2024年度の目標到達に向け2023年度を始動いたしました。

事業環境におきましては、コロナ禍に加えてロシア・ウクライナ問題がもたら

した資源価格の高騰などによる世界経済への影響、及び物価高騰などが、これま

での地政学リスク以上に極めて不確実性の高い事業環境下に在ることを認知する

出来事となりました。エネルギー価格の高騰、とりわけ電力卸価格の高騰は新電

力会社として安価な電力で契約者数を確実に増加させていた中での事象であり、

早期に調達価格の安値安定が望まれます。政府による燃料油、電気・ガスの激変

緩和対策措置はその期間においてはエネルギー価格の押し下げに一定の効果をも

たらしておりますが、先行きは不透明であり、エネルギー価格のみならず様々な

製品価格の高騰が一般家庭や企業の消費動向に大きく作用するものと考えており

ます。こうした環境下にあって当社の主力事業でありますＬＰガスや石油類につ

きましては、人口・世帯減少により消費量減少が見込まれるなか、お客様の省エ

ネ志向に合った省エネ機器への切替え、電気料金節約対策として暖房用にＬＰガ

ス・灯油の利用を見直される傾向が出始めてまいりました。ＬＰガスファンヒー

ターレンタル事業の契約件数増加にもその傾向が顕著に表れております。また、

環境負荷軽減、省エネを目的としたリフォームにおける断熱対策工事、災害対策

も目的とした太陽光発電システムと蓄電池を組み合わせた設備の導入は今後ます

ます増加するものと見込んでいます。一方でＬＰガス、灯油、電気の事業者間の

顧客獲得競争は激化するものと予測され、他社との事業におけるサービスの差別

化がより一層必要となってまいります。こうした事業課題を「機会」と捉え、企

業価値の向上、新たな価値の創造による成長とＭ＆Ａによる顧客の拡大を図り、

営業基盤を強固なものとしてまいります。

社会環境におきましてはカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みに加

え、アフターコロナ、ニューノーマルの新常識、新常態が社会全体に大きな影響

を及ぼすものであり、生活様式や働き方など新しい常識に合わせた事業展開が必

要になると考えております。従来型の対面式顧客対応をベースとした上で、ウェ

ブサイトを利用した販売形態、アプリやＡＩによる顧客対応の自動化など、非対

面での接客チャンネルの増設などからもお客様との接点強化を図ってまいりま

す。また、ＩＴやデジタル技術活用による業務効率化を一層推進し、事業の生産

性の向上へ集中できる体制作りを進め、人材確保や育成、女性躍進、職場環境、

働き方など労働環境の社会課題に対処し、賃上げのための原資となる収益を上げ

る体制作りを進めてまいります。環境課題に対しましては、当社の環境理念のも
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対処すべき課題

とＳＤＧＳへの取組みをグループ社員一同で実践し、自家使用電気をＣＯ2フリ

ー電力である「グリーン電気」、照明機器をＬＥＤ照明へ変更すること等により

事業活動における2030年ＣＯ2削減目標（2020年比44％削減）に対し実績が

49.5％となり目標を達成しております。また、販売事業においても、省エネタイ

プの機器普及や断熱リフォーム提案、ラク家事住設機器の拡販により課題解決に

向けて取り組んでおります。今後もこうした社会課題に対応しながら当社の企業

価値向上に努めてまいります。

サステナビリティ経営への取組みにおきましては、このたびサステナビリティ

基本方針等を明確に定めましたので、今後、全役員・全社員が一丸となって持続

的な社会の実現と中長期的な企業価値向上に努めてまいります。

「中期経営計画（2022～2024年）」は「環境の変化に的確に対応しながら顧客

満足度向上を目指し、地域密着型生活関連総合商社として人々の暮らしや地域社

会の発展に貢献する」という当社グループの経営理念のもと策定されておりま

す。中期経営計画２年目となる2023年度は各項目の目標達成に邁進し、安定収益

の確保と経営基盤の拡大に総力をあげて取組んでまいります。

今後も当社グループの使命と価値観を全社員が共有し、具体的な戦略を確実に

実践することで地域社会の発展に貢献するとともに、当社グループの持続可能な

成長を果たしてまいる所存でございますので、なお一層のご支援ご協力を賜りま

すようお願い申しあげます。
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主要な事業内容、主要な営業所及び工場

(5) 主要な事業内容（2023年３月31日現在）

ＬＰガス、石油製品、一般高圧ガス及び太陽光発電装置、燃料電池ほか住

宅設備機器類の仕入・販売・工事、煉炭・豆炭の製造販売、電力の販売、太

陽光発電、保険、リフォーム、不動産、氷の製造卸、冷凍倉庫業並びにきの

こ・青果の卸売、えのき茸の製造

サ ン リ ン 株 式 会 社 本 社 長野県東筑摩郡山形村

支 社 富山

支 店 中信（山形村）、長野、中野、長

野南（長野市）、上田、佐久平

（小諸市）、松本、塩尻、大北

（松川村）、穂高（安曇野市）、

安曇野、上伊那（駒ヶ根市）、諏

訪（茅野市）、飯田、イナガス

（伊那市）

給 油 所 14ケ所

オートガススタンド 松本オートガススタンド他９ケ所

ＬＰガス充填所 長池（長野市）他12ケ所

バルク再検査場 長野県塩尻市

煉炭・豆炭工場 新潟県上越市

ゴルフ練習場

太陽光発電所

モンヴェール（塩尻市）

本社発電所他13ケ所

三 鱗 運 送 株 式 会 社 本 社 長野県東筑摩郡山形村

ウロコ興業株式会社 本 社 長野県松本市

サンエネック株式会社 本 社 長野県松本市

サンリンI＆F株式会社 本 社 長野県松本市

株 式 会 社 一 実 屋 本 社 長野県長野市

株 式 会 社 え の き ボ ー ヤ 本 社 長野県安曇野市

(6) 主要な営業所及び工場（2023年３月31日現在）
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

使用人数 前連結会計年度末比増減

552（141）名 +３（△６）名

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

419（96）名 +３（△10）名 41.9歳 14.1年

(7) 使用人の状況（2023年３月31日現在）

①企業集団の使用人の状況

 (注) 使用人数は就業員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外

から当社グループへの出向者を含んでおります。）であり、臨時従業員は（　）内

に年間の平均人員を外数で記載しております。

②当社の使用人の状況

 (注) 使用人数は就業員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を

含んでおります。）であり、臨時従業員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載

しております。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 八 十 二 銀 行 1,810百万円

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 466

株 式 会 社 長 野 銀 行 425

長 野 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 192

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 200

(8) 企業集団の主要な借入先の状況（2023年３月31日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　　　該当事項はありません。
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株式の状況

①　発行可能株式総数 40,000,000株

②　発行済株式の総数 12,300,000株

③　株主数 949名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株式会社ミツウロコグループホールディングス 16,781百株 13.7％

リ ン ナ イ 株 式 会 社 7,120 5.8

株 式 会 社 八 十 二 銀 行 5,750 4.7

ＥＮＥОＳホールディングス株式会社 5,000 4.1

株 式 会 社 長 野 銀 行 4,580 3.7

曽 根 原 　 充 　 夫 4,271 3.5

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（管理信託口79212） 3,520 2.9

須 澤 孝 雄 3,460 2.8

長 野 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 2,250 1.8

田 中 郁 子 2,131 1.7

２．会社の現況

(1) 株式の状況（2023年３月31日現在）

④　大株主(上位10名）

（注）　持株比率は、自己株式195百株を控除して計算しております。
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会社役員の状況

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 塩 原 規 男 ヨーケン株式会社代表取締役社長

専 務 取 締 役 百 瀬 久 志
営業本部長兼ライフ事業部長
一般社団法人長野県ＬＰガス協会副会長

常 務 取 締 役 小 原 正 彦 管理本部長兼経理部長

常 務 取 締 役 高 野 　 朗 営業本部石油事業部長

取 締 役 田 島 晃 平
株式会社ミツウロコグループホール
ディングス代表取締役社長

取 締 役 氣 賀 澤 隆 管理本部総務部長

取 締 役 熊 井 一 浩 営業本部保安部長

取 締 役 山 田 高 照 営業本部ガス事業部長

取 締 役 高 田 真 由 美

常 勤 監 査 役 矢 口 秀 明

常 勤 監 査 役 小 澤 信 秀

監 査 役 山 根 伸 右 山根伸右法律事務所代表

監 査 役 井 口 秀 昭

(2) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（2023年３月31日現在）

（注）１. 取締役田島晃平氏及び取締役高田真由美氏は、社外取締役であります。

２. 監査役山根伸右氏及び監査役井口秀昭氏は、社外監査役であります。

３. 社外監査役山根伸右氏は、弁護士として企業法務に精通しております。

４. 社外監査役井口秀昭氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相

当程度の知見を有しております。

５. 当社は、社外取締役高田真由美氏及び社外監査役山根伸右氏を、東京証券取引所の定

めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

－ 13 －



2023/05/23 15:45:58 / 22946380_サンリン株式会社_招集通知_電子提供措置用

会社役員の状況

氏　　名 異動前 異動後 異動年月日

百　瀬　久　志
専務取締役営業本部長

兼ライフ事業部長
専務取締役営業本部長 2023年４月１日

熊　井　一　浩
取締役営業本部保安部

長

取締役営業本部副本部長兼

保安部長兼ライフ事業部長
2023年４月１日

区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

９名
（２）

120百万円
（10）

監 査 役
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 監 　 査 　 役 ）

４
(２)

34
(９)

６．当事業年度末日後の取締役の地位、担当及び重要な兼職の状況は次のとおりでありま

　　す。

②　責任限定契約の内容の概要

　　当社は、非業務執行取締役である田島晃平氏、高田真由美氏及び監査

役の矢口秀明、小澤信秀、山根伸右、井口秀昭の４氏との間で、当社定

款の定めに基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約

を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法

第425条第１項に定める額としております。

③　取締役及び監査役の報酬等の総額

    当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

　　　　・決定方針の決定方法

　　　　　当社の取締役会は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する

方針（以下、「決定方針」といいます。）を決議しております。

　　　　　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内

容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認

しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

　　　　　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

　　　　・決定方針の内容の概要

　　　  ア　基本方針

　　　　　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能す

る報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準

とすることを基本方針としております。

　　　  イ　基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

　　　　　個々の取締役の担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して取締役の報酬等を決定

しております。

　　　　　当社は在職中の功労に報いるため役員退職慰労金制度を設けております。

　　　　　なお、具体的な支給金額については、役員退職慰労金支給規程に基づいて算定してお
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会社役員の状況

ります。

　　　　　固定報酬は月次で支払っております。

　　　  ウ　金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報

酬等の額に対する割合の決定に関する方針

　　　　　取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬のみであります。

　　　  エ　当該委任を受ける者の氏名または当該株式会社における地位もしくは担当

　　　　　代表取締役　塩原規男にて決定を行っております。

　　　  オ　委任する権限の内容

　　　　　取締役個人別の報酬額の決定であります。

　　　  カ　備考

　　　　　取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

　　　２．取締役および監査役の報酬等の総額等

2012年６月26日開催の第78期定時株主総会において取締役の報酬限度額は年額170百

万円以内と決議しております（ただし、使用人分給与は含まない）。また、当該決議

時の対象とされていた役員の員数は10名以内です。当該株主総会終結時点の取締役の

員数は、９名（うち、社外取締役は２名）です。

監査役の報酬限度額は2006年６月27日開催の第72期定時株主総会において年額40百万

円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は４名で

す。

３．その他

　　上記支給額には、役員退職慰労引当金の当期繰入額（取締役17百万円（うち社外取締

役０百万円）、監査役２百万円（うち社外監査役０百万円））が含まれております。
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会社役員の状況

氏 名
出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び

社外役員に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 田 島 晃 平

　当期開催の取締役会14回の全てに出席し、社外取締役に就任
以降、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識に基づき、
経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役
割・責務を十分に発揮しております。

取 締 役 高 田 真 由 美

　当期開催の取締役会14回の全てに出席し、長年にわたる県職
員としての経験と幅広い知識に基づき適宜発言、助言等を行う
など社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮しており
ます。

監 査 役 山 根 伸 右
　当期開催の取締役会14回の全て及び監査役会14回のうち13回
に出席し、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、
当社の経営に専門的見地から発言を行っております。

監 査 役 井 口 秀 昭
　当期開催の取締役会14回及び監査役会14回の全てに出席し、
必要に応じ、主に公認会計士としての専門的見地から監督、助
言等を行うなど、適切な役割を果たしております。

④　社外役員に関する事項
　ア　他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該
　　　他の法人等との関係
　　・取締役田島晃平氏は株式会社ミツウロコグループホールディングスの

代表取締役社長であります。同社のグループ企業と当社との間には､
電力及び固形燃料等の取引関係があります。

　　・監査役山根伸右氏は山根伸右法律事務所の代表でありますが、当社と
同事務所との間に重要な取引関係はありません。

　イ　当事業年度における主な活動状況

　　　ウ　責任限定契約の内容の概要

　　　　　当社と各社外取締役及び各社外監査役は、当社定款及び会社法第427

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約

に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額と

しております。
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会計監査人の状況

支 払 額

当事業年度に係る報酬等の額 32百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

32百万円

(3) 会計監査人の状況

①　会計監査人の名称　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

②　報酬等の額

（注）　１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませ

んので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積

りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査

人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再

任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人

を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初

に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理

由を報告いたします。
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(4) 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容は以

下のとおりであります。

内部統制基本方針

　当社は、会社法等関連する法律に基づき、下記のとおり、当社及び当社の子会社（以下、「当

社グループ」という）の業務の適正を確保するための体制（以下、「内部統制」という）を整備

する。

記

１. 当社グループの取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための

体制

　　　当社グループの役職員は、「社員憲章」「環境憲章」をはじめ、コンプライアンス体制に

係る社内規定を法令・定款を順守するための行動規範とする。総務部は、各事業部と共同し

て、「主要業務管理要領」等によりグループ役職員教育を行うほか、内部通報制度を含めコ

ンプライアンスの取組みを横断的に統括する。リスク監理部は、コンプライアンスの状況を

監視する。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。

２. 当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

      文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下、「文

書等」という）に記録し保存する。取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できる

ものとする。

３. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　　当社グループの企業活動に関連する保安、情報セキュリティー、環境、品質及び災害等に

係るリスクについては、それぞれの担当部署において、規則・ガイドラインの制定、研修の

実施等を行うものとし、組織横断的なリスク状況の監視及び対応は総務部が行うものとす

る。新たに生じたリスクは取締役会において速やかに対応責任者を定めるものとする。

４. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　　取締役会は、中期経営計画に基づき当該事業年度の全社目標を定め、業務担当取締役は、

部門の具体的目標及び達成手段を定める。取締役会は、定期的に進捗状況をレビューするこ

とによって、業務の継続的な改善及び効率化を実現するシステムを構築するものとする。

　　　また、定例の取締役会のほか、毎週１回の監査役も含めた連絡会を実施し、情報の共有化

に努めるものとする。

５. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

　　　子会社各社の役員には当社より取締役或いは監査役を派遣して、グループ間の意思疎通を

図り法令順守体制、リスク管理体制を構築するとともに、総務部はこれらを横断的に推進
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し、管理するものとする。

　　　また、情報通信システム等の整備を行い、伝達の迅速化を図ることによりグループ間の情

報共有を推進し、効率的経営に資するものとする。

６. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

　　　監査役が、職務上その職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合には、代表取締役

は、監査役と協議のうえ、監査役を補助する者を任命する。

      また、監査役より、監査役の職務の補助の命令を受けた職員は、その命令に関して取締

役、リスク監理部長等の指揮命令を受けないものとし、その旨を総務部において当社グルー

プの役職員に周知徹底する。

７. 当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告

に関する体制

　　　取締役または職員は、監査役会に対して法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大

な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況等を速やかに報告する体制を整備するものとす

る。また当社は、監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたこと

を理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を総務部において当社グループ

の役職員に周知徹底する。

８. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制及び監査役の職務の執行

について生ずる費用の処理に係る方針に関する事項

　　　監査役会と代表取締役は、定期的に意見交換会を行うものとするとともに、会計監査人と

の情報交換に努め、密接に連携を図るものとする。また、必要に応じ、監査役会は、弁護士

等の外部有識者による専門的支援を受けることができるものとする。

　　　なお、監査役が職務を執行するうえで必要な費用については、請求により速やかに会社が

支払うものとする。

９. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備に関する体制

　　　当社グループは、反社会的勢力に対し毅然とした態度で臨み、これを排除する。

　　　不当な圧力や金銭の要求等については断固拒否し、取引関係その他一切の関係を持たない

体制を整備・維持する。

　　　反社会的勢力に関する情報の収集及び管理は、総務部を窓口として情報収集に努め、弁護

士・警察等の外部機関と連携し、組織的に対応することとする。

10. 財務報告の信頼性を確保するための体制

　　　財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制諸規程及び運用マニュアルを

制定し内部統制システムの整備及び運用を図る。

　　　また、内部統制システムの整備及び運用に関し、内部監査部門は、定期的かつ計画的に内

部監査を実施し、継続的改善に資するものとする。
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（5）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　　①　コンプライアンスに関する取り組み

当社グループの役職員は、「社員憲章」「環境憲章」をはじめ、コン

プライアンス体制に係る社内規定を法令順守のための行動規範としてお

ります。総務部は、各事業部と共同して、「主要業務管理要領」等によ

りグループ役職員教育を行うほか、内部通報制度を含めコンプライアン

スの取り組みを横断的に統括しております。

また、リスク監理部はコンプライアンスの状況を監視しております。

これらの活動は、定期的に取締役会及び監査役会に報告されておりま

す。

②　リスク管理体制の強化

当社グループの企業活動に関連する保安、情報セキュリティ、環境、

品質及び災害等に係るリスクについては、それぞれの担当部署におい

て、規則・ガイドラインの制定、研修の実施を行うものとし、リスク状

況の監視はリスク監理部が行い、組織横断的な対応は総務部が行うもの

となっております。

また、新たに生じたリスクは取締役会において速やかに対応責任者を

定めるものとなっております。

③　業務執行の適正性及び効率性の向上

子会社各社の役員には、当社より取締役あるいは監査役を派遣してグ

ループ間の意思疎通を図り、法令順守体制・リスク管理体制を構築する

とともに、総務部はこれらを横断的に推進し、管理するものとしており

ます。また、情報通信システム等の整備を行い、伝達の迅速化を図るこ

とによりグループ間の情報共有を推進し、効率的経営に資するものとし

ております。

④　取締役の職務執行

取締役会は、中期経営計画に基づき当該事業年度の全社目標を定め、

業務担当取締役は部門の具体的目標及び達成手段を定めております。

取締役会は、定期的に進捗状況をレビューすることによって、業務の

継続的な改善及び効率化を実現するシステムを構築するものとしており

ます。また、定例の取締役会のほか、毎週１回の監査役も含めた連絡会

を実施し、情報の共有化に努めるものとしております。

⑤　監査役及び監査役会

監査役会と代表取締役は、定期的に意見交換会を行うものとするとと

もに、会計監査人との情報交換に努め、密接に連携を図るものとしてお

ります。また、必要に応じ監査役会は、弁護士等の外部有識者による専

門的支援を受けることができるものとなっております。なお、監査役が

職務を執行するうえで必要な費用については、請求により速やかに会社

が支払うものとなっております。
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（6) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと位置付

けたうえで、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を

勘案し、安定した配当政策を実施する基本政策を遂行するため、剰余金の配

当等、会社法第459条第１項各号に掲げる事項を取締役会の決議により定め

ることができる旨を定款に規定しております。

今後も中長期的な視点に立って、成長が見込まれる事業分野に経営資源を

投入することにより、持続的な成長と企業価値の向上、ならびに株主価値増

大に努めてまいります。

なお、配当性向につきましては年間30％以上を目標としておりますが、当

事業年度の期末配当金につきましては、利益配分の基本方針と業績の推移を

総合的に判断し、１株あたり22円とさせていただき、当事業年度の連結配当

性向は50.2％となりました。

①　期末配当に関する事項

ア　配当財産の種類

金銭とさせていただきました。

イ　配当財産の割当てに関する事項及びその金額

当社株式１株につき金22円とさせていただきました。

また、この場合の配当総額は、270,169,020円となります。

ウ　剰余金の配当が効力を生じる日

2023年６月21日

②　その他の剰余金の処分に関する事項

　ア　減少する剰余金の項目とその額

　　　繰越利益剰余金　　　250,000,000円

　イ　増加する剰余金の項目とその額

　　　別途積立金　　　　　250,000,000円

以　上
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連結貸借対照表

（2023年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形、売掛金及び契約資産

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

退職給付に係る資産

差 入 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

12,914

5,700

4,301

1,713

28

663

509

△2

13,765

8,488

2,553

706

449

4,470

307

201

80

121

5,075

4,644

113

13

147

190

△35
　

（ 負 債 の 部 ）

流 動 負 債 6,149

支払手形及び買掛金 2,341

短 期 借 入 金 2,670

１年内返済予定の長期借入金 78

未 払 法 人 税 等 107

賞 与 引 当 金 270

そ の 他 681

固 定 負 債 1,695

繰 延 税 金 負 債 106

長 期 借 入 金 411

役員退職慰労引当金 184

退職給付に係る負債 667

資 産 除 去 債 務 162

そ の 他 163

負 債 合 計 7,845

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 17,899

資 本 金 1,512

資 本 剰 余 金 1,248

利 益 剰 余 金 15,151

自 己 株 式 △12

その他の包括利益累計額 935

その他有価証券評価差額金 939

退職給付に係る調整累計額 △4

純 資 産 合 計 18,834

資 産 合 計 26,680 負 債 及 び 純 資 産 合 計 26,680

連 結 貸 借 対 照 表
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連結損益計算書

(2022年４月１日から
2023年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 32,844

売 上 原 価 26,126

売 上 総 利 益 6,717

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,206

営 業 利 益 511

営 業 外 収 益 322

受 取 利 息 1

受 取 配 当 金 63

受 取 賃 貸 料 35

受 取 手 数 料 74

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 23

そ の 他 123

営 業 外 費 用 17

支 払 利 息 7

賃 貸 費 用 4

固 定 資 産 除 却 損 3

そ の 他 2

経 常 利 益 816

特 別 損 失 0

減 損 損 失 0

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 815

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 290

法 人 税 等 調 整 額 △13

当 期 純 利 益 537

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 537

連 結 損 益 計 算 書

－ 23 －



2023/05/23 15:45:58 / 22946380_サンリン株式会社_招集通知_電子提供措置用

連結株主資本等変動計算書

(2022年４月１日から
2023年３月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,512 1,248 14,883 △12 17,632

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △270 △270

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

537 537

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 - - 267 - 267

当 期 末 残 高 1,512 1,248 15,151 △12 17,899

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 646 △7 639 18,271

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △270

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

537

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

292 3 295 295

当 期 変 動 額 合 計 292 3 295 563

当 期 末 残 高 939 △4 935 18,834

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
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貸借対照表

（2023年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

差 入 保 証 金

前 払 年 金 費 用

関係会社長期貸付金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

11,494

4,826

402

3,711

1,396

650

7

501

△2

12,682

6,673

1,011

710

348

127

319

4,119

36

160

80

67

12

5,849

3,309

1,074

109

13

1,228

148

△35
　

（ 負  債  の  部 ）

流 動 負 債 5,586

支 払 手 形 566

買 掛 金 1,686

短 期 借 入 金 2,545

1年以内返済予定の長期借入金 20

未 払 法 人 税 等 57

未 払 金 173

未 払 消 費 税 等 37

未 払 費 用 92

預 り 金 123

賞 与 引 当 金 217

そ の 他 66

固 定 負 債 1,161

繰 延 税 金 負 債 116

長 期 借 入 金 2

退 職 給 付 引 当 金 579

役員退職慰労引当金 137

資 産 除 去 債 務 162

そ の 他 162

負 債 合 計 6,747

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 16,542

資 本 金 1,512

資 本 剰 余 金 1,252

資 本 準 備 金 379

そ の 他 資 本 剰 余 金 873

利 益 剰 余 金 13,789

そ の 他 利 益 剰 余 金 13,789

固定資産圧縮積立金 22

別 途 積 立 金 12,740

繰 越 利 益 剰 余 金 1,027

自 己 株 式 △12

評価・換算差額等 886

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 886

純 資 産 合 計 17,428

資 産 合 計 24,176 負 債 及 び 純 資 産 合 計 24,176

貸　借　対　照　表
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損益計算書

(2022年４月１日から
2023年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 29,287

売 上 原 価 23,289

売 上 総 利 益 5,997

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,604

営 業 利 益 392

営 業 外 収 益 385

受 取 利 息 5

受 取 配 当 金 111

受 取 賃 貸 料 54

受 取 派 遣 料 60

受 取 手 数 料 87

そ の 他 66

営 業 外 費 用 12

支 払 利 息 6

賃 貸 費 用 4

固 定 資 産 除 却 損 1

そ の 他 1

経 常 利 益 765

特 別 損 失 0

減 損 損 失 0

税 引 前 当 期 純 利 益 764

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 237

法 人 税 等 調 整 額 2

当 期 純 利 益 525

損　益　計　算　書
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株主資本等変動計算書

(2022年４月１日から
2023年３月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

そ の 他
資 本 剰
余 金

資 本
剰 余 金
合 計

そ の 他 利 益 剰 余 金
利 益
剰 余 金
合 計

固 定 資
産 圧 縮
積 立 金

別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,512 379 873 1,252 23 12,140 1,370 13,534

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △270 △270

固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩

△1 1 -

別途積立金の積立 600 △600 -

当 期 純 利 益 525 525

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期
変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 - - - - △1 600 △343 255

当 期 末 残 高 1,512 379 873 1,252 22 12,740 1,027 13,789

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純資産合計

自 己 株 式 株 主 資 本 合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △12 16,287 613 613 16,900

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △270 △270

固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩

- -

別途積立金の積立 - -

当 期 純 利 益 525 525

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期
変 動 額 （ 純 額 ）

272 272 272

当 期 変 動 額 合 計 - 255 272 272 527

当 期 末 残 高 △12 16,542 886 886 17,428

株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
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連結計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 下 条 修 司

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小 堀 一 英

独立監査人の監査報告書

2023年５月19日

サンリン株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
長　野　事　務　所

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、サンリン株式会社の2022年４月１日
から2023年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、サンリン株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内
容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過
程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の
記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又
は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人
の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立
案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような
事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類
の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記
事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算
書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関す
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指
示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関
する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 下 条 修 司

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小 堀 一 英

独立監査人の監査報告書

2023年５月19日

サンリン株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

長　野　事　務　所

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、サンリン株式会社の2022年４
月１日から2023年３月31日までの第89期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」
という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内
容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程
において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整

備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立
案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行わ
れた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような
事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項
が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類
等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関
する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第89期事業年度

の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、

審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方

針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意

思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以

下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職

務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な

決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の

状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役

等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の

報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成

る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施

行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役

会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ

ステム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況

について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明

いたしました。

監査役会の監査報告
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③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している

かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監

査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管

理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備してい

る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個

別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について

検討いたしました。

２．監査の結果

(1) 事業報告等の結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を

正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反

する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま

す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取

締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

常勤監査役 矢 口 秀 明 ㊞

常勤監査役 小 澤 信 秀 ㊞

社外監査役 山 根 伸 右 ㊞

社外監査役 井 口 秀 昭 ㊞

2023年５月22日

サンリン株式会社　監査役会

　

以　上
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取締役選任議案

候補者
番 号

ふ     り    が     な

氏　　　　　名

（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

１

しお

塩

 

　
はら

原

 

　
のり

規

 

　
お

男

(1958年10月９日)

2008年６月 当社取締役管理本部経理部長

2012年４月 当社取締役エネルギー事業本部副本部長

2014年５月 当社取締役エネルギー事業本部長

2014年６月 当社常務取締役エネルギー事業本部長

2016年６月 当社代表取締役専務

2017年６月 当社代表取締役社長（現任）

61,400株

（重要な兼職の状況）

ヨーケン株式会社代表取締役社長

２

もも

百

 

　
せ

瀬

 

　
ひさ

久

 

　
し

志

(1963年４月３日)

1988年４月 当社入社

2012年４月 当社飯田支店長

2014年４月 当社上伊那支店長

2015年４月 当社執行役員エネルギー事業本部

石油部長

2016年６月 当社取締役エネルギー事業本部

石油部長

2018年４月 当社取締役エネルギー事業本部長兼

ガス部長

2019年６月 当社常務取締役エネルギー事業本部長兼

ガス部長

2021年４月 当社常務取締役営業本部長兼ライフ事業

部長

2021年６月　当社専務取締役営業本部長兼ライフ事業

部長

2023年４月　当社専務取締役営業本部長（現任）

15,200株

　　　　　　　　　株主総会参考書類

第１号議案　取締役９名選任の件
　本定時株主総会終結の時をもって、取締役９名全員が任期満了となります。
　つきましては、あらためて取締役９名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 34 －



2023/05/23 15:45:58 / 22946380_サンリン株式会社_招集通知_電子提供措置用

取締役選任議案

候補者
番 号

ふ     り    が     な

氏　　　　　名

（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

３

お

小

 

　
はら

原

 

　
まさ

正

 

　
ひこ

彦

(1963年10月25日)

1986年４月 株式会社八十二銀行入社

2008年６月 同行軽井沢支店長

2014年２月 同行下諏訪支店長

2016年６月 同行昭和通営業部長

2018年４月 当社執行役員管理本部経理部長

2018年６月 当社取締役管理本部経理部長兼Ｍ＆Ａ担

当

2021年４月 当社取締役管理本部長兼経理部長

2021年６月　当社常務取締役管理本部長兼経理部長

（現任）

4,400株

４

たか

高

 

　
の

野

 

　

 

　

 

　
あきら

朗

(1965年11月９日)

1989年４月 当社入社

2008年４月 当社上伊那支店長

2010年６月 当社取締役営業本部環境事業部長

2013年６月 当社取締役環境事業本部エコ事業部長

2016年６月 当社取締役環境事業副本部長兼エコ事業

部長

2019年６月 当社取締役環境事業本部長兼エコ事業部

長兼リフォーム部長兼ライフ事業部長

2021年４月 当社取締役営業本部石油事業部長

2021年６月　当社常務取締役石油事業部長（現任）

19,400株

５

た

田

 

　
じま

島

 

　
こう

晃

 

　
へい

平

(1971年11月８日)

1995年４月 三井物産株式会社入社

2002年６月 新潟サンリン株式会社取締役（現任）

2002年６月 当社取締役（2015年６月より当社社外取

締役）（現任）

2002年６月 株式会社ミツウロコ取締役

2003年６月 同社常務取締役

2005年４月 同社代表取締役副社長

2007年６月 同社代表取締役社長

2011年10月 株式会社ミツウロコグループホールディ

ングス代表取締役社長（現任）

1,000株

（重要な兼職の状況）

株式会社ミツウロコグループホールディングス

代表取締役社長
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候補者
番 号

ふ     り    が     な

氏　　　　　名

（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

６

き

氣
が

賀
さわ

澤

 

　

 

　

 

　
たかし

隆

(1972年１月１日)

1994年４月 当社入社

2018年４月 当社上伊那支店長

2020年４月 当社執行役員管理本部総務部部長代理

2020年６月 当社取締役管理本部総務部長兼情報企

画部長

2021年４月 当社取締役管理本部総務部長（現任）

6,100株

７

くま

熊

 

　
い

井

 

　
かず

一

 

　
ひろ

浩

(1972年１月４日)

1995年４月 当社入社

2017年４月 当社イナガス支店長

2018年４月 当社エネルギー事業本部保安部部長代

理

2020年４月 当社執行役員エネルギー事業本部保安

部部長代理

2020年６月 当社取締役エネルギー事業本部保安部

長

2021年４月 当社取締役営業本部保安部長

2023年４月　当社取締役営業本部副本部長兼保安部

長兼ライフ事業部長（現任）

14,400株

８

やま

山

 

　
だ

田

 

　
たか

高

 

　
てる

照

(1975年８月22日)

1999年４月 当社入社

2018年４月 当社塩尻支店長

2020年４月 当社執行役員エネルギー事業本部ガス

部部長代理

2021年４月 当社執行役員営業本部ガス事業部長

2021年６月　当社取締役営業本部ガス事業部長（現

任）

8,200株

９

たか

高

 

　
だ

田

 

　
ま

真
ゆ

由
み

美

(1960年５月25日)

1983年４月 長野県入庁

2017年４月 長野県北信地域振興局長

2018年４月 長野県環境部長

2020年４月 長野県女性活躍推進監兼男女共同参画

センター所長

2021年６月　当社社外取締役（現任）

―株
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（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．田島晃平氏の特記事項について

（1）同氏は、社外取締役候補者であります。

（2）同氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏がこれまで培ってきた経営者として

の豊富な経験と幅広い見識を、当社の経営体制に活かしていただくためでありま

す。

（3）同氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、

本総会終結の時をもって８年となります。

（4）当社は、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項

の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償

責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。同氏

の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。

　　　３．高田真由美氏の特記事項について

 (1) 同氏は、社外取締役候補者であり、また、当社が定める独立性基準を満たしてお

ります。

 (2) 同氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は過去に直接経営に関与した経験は

ありませんが、これまで県職員時代に培ってきた特に環境政策、自然エネルギ

ー、省エネ、男女共同参画等、専門的な知識を当社の経営体制に活かしていただ

くためであります。

 (3) 同氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、

本総会終結の時をもって２年となります。

 (4) 当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏

の再任が承認された場合は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

 (5) 当社は、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項

の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償

責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。同氏

の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。

４．役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、保険会社との間で、取締役および監査役（当事業年度中に在籍していたもの

　を含む。）を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任

　保険契約を締結しており、サンリン株式会社の被保険者は保険料を一部負担しており

　ます。

　当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うことま

　たは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害を当該

　保険契約により保険会社が補填するものであり、１年毎に契約更新しております。次

　回更新時には同内容での更新を予定しております。
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監査役選任議案

候補者
番 号

ふ     り    が     な

氏　　　　　名

（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

１

や

矢

 

　
ぐち

口

 

　
ひで

秀

 

　
あき

明

(1960年２月19日)

1982年４月 当社入社

2006年４月 当社イナガス支店長

2008年６月 当社取締役営業本部石油営業部長

2012年６月 富山サンリン株式会社代表取締役社長

2016年６月 当社常勤監査役（現任）

37,800株

２

お

小

 

　
ざわ

澤

 

　
のぶ

信

 

　
ひで

秀

(1958年２月27日)

1980年４月 当社入社

2012年４月 当社管理本部経理部副部長

2014年５月 当社執行役員管理本部経理部長

2018年６月 当社常勤監査役（現任）

6,800株

３

い

井

 

　
ぐち

口

 

　
ひで

秀

 

　
あき

昭

(1956年７月25日)

1980年４月 農林中央金庫入庫

1991年１月 株式会社八十二銀行入社

2000年11月 公認会計士登録

2007年４月　宮坂醸造株式会社監査役（現任）

2011年７月 あがたグローバル税理士法人マネージ

ャー（現任）

2014年６月　株式会社全国漁協オンラインセンター

　　　　　　監査役（現任）

2015年６月　当社社外監査役（現任）

―株

※
４

 
みや

宮

 

 

 

 
た

田

 

　

 

　

 

 
あきら

旭     

 (1972年６月23日）

2006年10月 第二東京弁護士会登録

2007年10月 宮田旭法律事務所代表（現任）

　　　　　　（長野県弁護士会所属）

2014年４月　信州大学法科大学院准教授

2019年４月　長野県弁護士会副会長

（重要な兼職の状況）

　宮田旭法律事務所代表

―株

第２号議案　監査役４名選任の件
　本定時株主総会終結の時をもって、現任監査役４名全員が任期満了となります
ので、監査役４名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

－ 38 －
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監査役選任議案

（注）１. ※は新任の監査役候補者であります。

２．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

３．当社は、矢口秀明氏、小澤信秀氏、及び井口秀昭氏との間で、会社法第427条第１項

　　の規定に基づき、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、同法第

　　423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。本議案が承認され

　　た場合には、当社は３氏との間で同内容の責任限定契約を継続する予定であります。

　　宮田旭氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を宮田氏と締結する予定

　　であります。

４．井口秀昭氏、宮田旭氏は、社外監査役候補者であります。

　　なお、井口秀昭氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たして

　　おり、同氏の再任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

５．社外監査役候補者選任の理由

　（１）井口秀昭氏は会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として企業会

　　　　計について精通し、十分な見識を有しておられることから、社外監査役として職

　　　　務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

　（２）宮田旭氏は会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精

　　　　通し、企業経営を統治する十分な見識を有しておられることから、社外監査役と

　　　　して職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

６．井口秀昭氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、

　　本総会終結の時をもって８年となります。

－ 39 －
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ふ     り    が     な

氏　　　　　名

（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

おお

太
 

　
た

田
 

　
やす

康
 

　
ろう

朗

(1987年１月22日)

2012年12月 弁護士登録（長野県弁護士会）

　　　　　　竹内永浩法律事務所入所

2015年７月 税理士業務開始通知

2018年６月　弁護士法人竹内法律事務所

　　　　　（現　弁護士法人大手門法律事務所）設

立（現任）

（重要な兼職の状況）

　弁護士法人大手門法律事務所代表

―株

第３号議案　補欠監査役１名選任の件
　本定時株主総会終結の時をもって、2021年６月22日開催の第87期定時株主総会
において選任いただいた補欠監査役宮田　旭氏の選任の効力が監査役選任により
失効いたしますので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、
改めて補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
　なお、補欠監査役の選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締
役会の決議によりその選任の効力を取り消すことができるものとさせていただき
ます。
　また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１．上記の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２．太田康朗氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

　　　３．太田康朗氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、同氏がこれまで

　　　　　培ってきた弁護士としての経験、知識を監査役に就任した場合に当社

　　　　　の監査体制に活かしていただくためであります。なお同氏は、過去に

　　　　　会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社

　　　　　外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しておりま

　　　　　す。

　　　４．太田康朗氏が監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で会社法

　　　　　第427条第１項の規程に基づき、同法第425条第１項に定める最低責任

　　　　　限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契

　　　　　約を締結する予定であります。
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退職慰労金贈呈議案

氏 名 略 歴

やま

山
 

　
ね

根
 

　
しん

伸
 

　
すけ

右 2007年６月　当社社外監査役（現任）現在に至る

第４号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

　本総会終結の時をもって、監査役山根伸右氏が任期満了により退任されますの

で、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲

内で退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議によることにご一

任願いたいと存じます。

退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

－ 41 －
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地図

株主総会会場ご案内図
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交通機関　ＪＲ篠ノ井線「松本駅」よりタクシー約30分


